
「日中一時支援サービス」重要事項説明書 
 
 

１ 事業者及び事業所の概要 
事業者の名称 社会福祉法人 相清福祉会 
主たる事務所の所在地 山口県山口市鋳銭司２３６１番地の３ 
事業者の電話番号 ０８３－９８６－２０５６ 
代表者職氏名 理事長 相川文仁 
事業所の名称 特別養護老人ホーム梅光苑 託児所梅の子ホール 
事業所の所在地 山口県山口市鋳銭司２３６１番地の３ 
事業所のＦＡＸ番号 ０８３－９８６－３６５８ 
 
２ 事業所が提供するサービスの内容 
（日中一時支援サービス） 
 障害者又は障害児に対して、次に掲げるサービスを適切に提供することにより、日中にお

ける活動の場を提供し、見守りや日常的な訓練等を行います。サービスの利用にあたっては、

あらかじめ各々の該当する市より支給決定を受けていることが必要です。 
（１）日常生活の支援 
   ①排 泄  ②着脱衣  ③整 容  ④入 浴  ⑤食 事 
（２）医療および健康管理 
   ①健康管理  ②服薬の支援 
（３）社会的活動の支援 
   ①日常生活支援 地域において自立した社会生活を送るための生活習慣の確立を目指

した支援 
   ②余暇活動 
   ③相談援助 
 
３ 利用者負担額について 
（１）上記サービスの利用に対しては、事業にかかる費用は、利用者が各々の該当する市か 
  ら事業者へ代理受領によって支払われます。利用者は、利用者負担として各々の利用者 
  が該当する市の規定に基づいて事業者にお支払いいただきます。 
（２）利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法 
  費用は、ご利用日の最終日にご請求しますので、当日もしくは後日に受付窓口でお支払 
 い下さい。 
（３）利用の中止、変更、追加 
  ① 利用予定日の前に、利用者の都合により、サービスの利用を中止又は変更すること

ができます。この場合にはサービスの実施日の前日１７時００分までに事業者に申

し出てください。 
② 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた

場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し利用者の

体調不良等やむをえない場合は取消料はいただきません。 



・ 利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 
・ 利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 利用者負担相当額 

（４）通常の送迎の実施地域（送迎を実施する場合に記載） 
  山口市、防府市 
 
４ 苦情等の受付について 
（１）当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談（お客様相談係） 
  サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関する

ご相談については以下の窓口で受け付けます。 
  ○苦情受付窓口  （担当者氏名）内田芳明   [職名] 苑長 
  ○受付時間    毎週月曜日～金曜日  ９：００～１７：００ 
  ○電話番号    ０８３－９８６－２０５６ 
（２）行政機関その他苦情受付機関 
利用者が該当する市 
 障害福祉サービス担当課 

所在地 
電話番号・ＦＡＸ 

山口県社会福祉協議会 
 （福祉サービス運営適正化委員会） 

所在地  山口市大手町９－６ 
電話番号 ０８３－９２４－２８３７ 
ＦＡＸ  ０８３－９２４－２７９３ 
メール  kujyou@yg-you-i-net.or.jp 
受付時間 ８：３０～１７：００ 

山口県障害支援課 
 

所在地  山口市滝町１番１号 
電話番号 ０８３－９３３－２７６０ 
ＦＡＸ  ０８３－９３３－２７７９ 

 
 
 平成  年  月  日 
日中一時支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 
 
 
管理者      苑 長     内 田 芳 明 
説明者  職名       氏名           印 
 
 
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、日中一時支援サービスの提供開 
始に同意しました。 
 
 
利用者      住所                 氏名          印 
 
保護者（代理人） 住所                 氏名          印 


